
介護保険の仕組み

40歳以上の方（被保険者）

介護に関するサービスを選択して利用でき

ます。

・保険料を納付する

・サービス利用のため、要介護認定を

申請する

・サービス利用分の利用料を支払う

65歳以上の方

（第1号被保険者）

40歳以上65歳未満の方

（第2号被保険者）

要介護認定の申請

北広島市（保険者）

介護保険制度の運営を行います。

被保険者証等の交付、要介護認定

・制度の運営

・要介護認定

・サービスの確保、整備

年金からの天引き等により保険料を納める

（１割程度の方は納付書等による納付）

保険料を

納める

医療保険者

国民健康保険や

健康保険組合など

納付
社会保険診療

報酬支払基金
保険料を

交付

サービス提供事業者
（指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、

非営利組織など）

・利用者に合った在宅または施設での介護

サービスの提供


